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議案第６号 

   南房総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 南房総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

  令和８年２月１２日提出 

                       南房総市長  石 井    裕   

 

   南房総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 南房総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年南房総市条例第１０１

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１南房総市富浦テニスコートの項の次に次のように加える。 

                                         

                                         

 別表第２南房総市富浦テニスコートの項の次に次のように加える。 

                                         

 別表第２南房総市千倉総合運動公園の項野球場夜間照明施設の目を削り、同項多目的広

場の目中「１，０５０円」を「１，５００円」に、「２，１００円」を「３，０００円」に、

「５２０円」を「７５０円」に改め、同項に次のように加える。 

                                  

  

  

  

  

  

                                  

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

南房総市富浦運動広場 １時間につき ５２０円 １，０５０円 

南房総市富浦運動広場 南房総市富浦町多田良１２７９番地５及

び１２７９番地１３ 

多目的広場

ウォーミン

グアップ場 

１時間につき ５２０円 １，０５０円 

多目的広場

夜間照明施

設 

１時間につき １，１２０円 ２，２４０円 
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議案第６号  南房総市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 新旧対照表                               （下線部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

第１条～第１０条  （略） 

 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 
  
  
  南房総市富浦テニスコ

ート 
南房総市富浦町青木７

０番地 
南房総市富浦運動広場 南房総市富浦町多田良

１２７９番地５及び１

２７９番地１３ 
  
  
   
別表第２（第６条関係） 

名称 単位 
金額 

市内者 市外者 

    
    
    南房総市富浦

テニスコート 

１面１

時間に

つき 

５２０ 

円 

１，０５０ 

円 

南房総市富浦

運動広場 

１時間

につき 

５２０ 

円 

１，０５０ 

円 

    
    
    南 房

総 市

千 倉

総 合

運 動

公園 

野球場 １時間

につき 

１，０５０ 

円 

２，１００ 

円 

 

 

 

   

本 部

席、放

送施設

及びス

コアボ

ード 

１時間

につき 

５６０ 

円 

１，１２０ 

円 

テニス

コート 

１面１

時間に

つき 

５２０ 

円 

１，０５０ 

円 

野外活

動施設

休憩室 

１時間

につき 

１１０ 

円 

２２０ 

円 

野外活

動施設

１時間

につき 

２２０ 

円 

４５０ 

円 

第１条～第１０条  （略） 

 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 
  
  
  南房総市富浦テニスコ

ート 
南房総市富浦町青木７

０番地 
 
 
 

 

  
  
   

別表第２（第６条関係） 

名称 単位 
金額 

市内者 市外者 

    
    
    南房総市富浦

テニスコート 

１面１

時間に

つき 

５２０ 

円 

１，０５０ 

円 

 

 

   

    
    
    南 房

総 市

千 倉

総 合

運 動

公園 

野球場 １時間

につき 

１，０５０ 

円 

２，１００ 

円 

野球場

夜間照

明施設 

１時間

につき 

２，２４０ 

円 

４，４８０ 

円 

本 部

席、放

送施設

及びス

コアボ

ード 

１時間

につき 

５６０ 

円 

１，１２０ 

円 

テニス

コート 

１面１

時間に

つき 

５２０ 

円 

１，０５０ 

円 

野外活

動施設

休憩室 

１時間

につき 

１１０ 

円 

２２０ 

円 

野外活

動施設

１時間

につき 

２２０ 

円 

４５０ 

円 
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改  正  案 現     行 

研修室 

多目的

広場 

全面１

時間に

つき 

１，５００ 

円 

３，０００ 

円 

半面１

時間に

つき 

７５０ 

円 

１，５００ 

円 

多目的

広場ウ

ォーミ

ングア

ップ場 

１時間

につき 

５２０ 

円 

１，０５０ 

円 

多目的

広場夜

間照明

施設 

１時間

につき 

１，１２０ 

円 

２，２４０ 

円 

   １，１００ ２，２００ 
    
     備考  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修室 

多目的

広場 

全面１

時間に

つき 

１，０５０ 

円 

２，１００ 

円 

半面１

時間に

つき 

５２０ 

円 

１，０５０ 

円 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   １，１００ ２，２００ 
    
     備考  （略） 
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   附 則（抄） 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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